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１　

条
例
制
定
の
背
景

２
０
０
９
年
第
１
７
１
回
通
常
国
会
に
提
出
さ

れ
、
可
決
、
成
立
し
た
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。）
は
、

同
年
７
月
に
公
布
さ
れ
、
２
０
１
１
年
４
月
に
施
行

さ
れ
た
。
宇
土
市
文
書
管
理
条
例
（
以
下
「
文
書
管

理
条
例
」
と
い
う
。）
は
、
公
文
書
管
理
法
成
立
前

の
２
０
０
１
年
の
制
定
で
あ
り
、
全
国
初
の
文
書
管

理
に
関
す
る
条
例
と
な
っ
た
が
、
そ
の
制
定
に
至
る

背
景
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

１
９
９
６
年
２
月
に
策
定
し
た
「
第
４
次
新
宇
土

市
行
財
政
改
革
大
綱
」
の
中
に
、
情
報
公
開
の
制
度

化
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
調
査
・
研
究

を
開
始
し
た
が
、
内
部
検
討
を
重
ね
る
中
で
、
情
報

公
開
の
制
度
化
に
は
、
適
正
な
文
書
管
理
が
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
当

時
の
現
状
を
み
る
と
、
文
書
は
組
織
で
管
理
し
、
組

織
と
し
て
利
用
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
実
際
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
担
当
者
個
人
で
管
理

さ
れ
て
お
り
、
デ
ス
ク
の
周
囲
を
文
書
が
取
り
囲
む

な
ど
、
担
当
者
で
な
け
れ
ば
簡
単
に
は
取
り
出
せ
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。

文
書
管
理
の
見
直
し
を
全
庁
的
に
進
め
る
た
め
、

１
９
９
８
年
７
月
に
全
庁
横
断
的
な
組
織
と
し
て
文

書
管
理
委
員
会
を
設
置
し
、
調
査
・
検
討
を
開
始
し

た
。
文
書
管
理
委
員
会
で
は
、
文
書
管
理
の
方
式
と

し
て
大
き
く
簿
冊
方
式
と
フ
ォ
ル
ダ
ー
方
式
と
が
あ

る
こ
と
を
前
提
に
行
政
視
察
等
を
重
ね
な
が
ら
検
討

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ォ
ル
ダ
ー
方
式
で
あ
る

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
定

し
、翌
年
１
月
か
ら
導
入
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
で
、
情
報
公
開
の
制
度
化
は
、
こ
れ
と
並
行
す

る
か
た
ち
で
立
案
作
業
を
進
め
て
お
り
、
１
９
９
９

年
４
月
に
情
報
公
開
条
例
を
制
定
し
、
同
年
10
月
か

ら
施
行
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
全
職
員
が
精
力
を

注
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。

当
市
に
お
い
て
は
、
長
年
続
い
た
簿
冊
方
式
か
ら
、

フ
ォ
ル
ダ
ー
方
式
へ
と
管
理
方
式
を
変
え
る
こ
と
は
、

職
員
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
識
改
革
を
求
め
る
取
組

み
で
あ
っ
た
。
特
に
、
手
元
か
ら
文
書
を
離
す
こ
と
に

つ
い
て
、
私
的
に
管
理
し
て
い
た
職
員
は
困
惑
し
た
こ

と
と
思
う
。
こ
の
文
書
管
理
の
見
直
し
は
、
首
長
の

政
策
判
断
に
よ
る
取
組
み
で
あ
り
、
全
庁
的
な
取
組

み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
導
入
が
完
了
す
る
ま
で
は

何
と
か
職
員
を
説
き
伏
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
維

持
管
理
の
段
階
に
入
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
押
さ
え

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
根
拠
が
、

法
令
等
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
国
・
県
の
指
導

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
段
階
で
、
立

法
に
よ
る
解
決
し
か
な
い
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
第
１
次
地
方
分
権

改
革
に
よ
り
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
、
行
政

シ
ス
テ
ム
が
従
来
の
中
央
集
権
型
か
ら
分
権
型
へ
転

換
さ
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、

【条例制定の事例】

宇土市
宇土市文書管理条例について

宇土市総務企画部総務課主幹　田尻　清孝

CASE STUDY

全国初の文書管理条例として2001年に制定された「宇土市文書管理条例」。制定の
発端は情報公開制度について調査･研究を重ねる過程で、その必要性が認識されたこ
とであった。本稿では条例の概要を解説するとともに、条例制定の留意点をまとめた。



特
集
自
治
体
に
お
け
る
公
文
書
管
理

27◆自治体法務研究 2012・夏

規
則
か
条
例
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
た
。
従
来
、
文

書
管
理
は
、
首
長
が
そ
の
補
助
職
員
に
発
す
る
命
令

で
あ
る
訓
令
と
し
て
定
め
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た

が
、
行
政
機
関
情
報
公
開
法
案
の
提
示
以
後
、
全
国

の
地
方
公
共
団
体
で
法
令
上
の
法
規
で
あ
る
規
則
に

格
上
げ
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
る
状
況
に
あ
っ
た
。
組

織
を
統
率
す
る
に
は
、
規
則
で
も
構
わ
な
い
が
、
対

外
的
に
政
策
案
件
と
し
て
示
す
場
合
に
お
い
て
は
、

長
の
言
葉
で
書
く
規
則
と
住
民
の
言
葉
で
書
く
条
例

と
で
は
、
そ
の
効
果
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
判
断

し
た
。

文
書
管
理
条
例
案
は
、
２
０
０
１
年
３
月
に
市
議

会
に
提
出
し
、
全
会
一
致
で
可
決
、
同
年
４
月
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２　

条
例
の
概
要

文
書
管
理
条
例
は
、全
28
条
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

総
則
的
部
分
等
を
除
き
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

に
沿
っ
て
配
置
し
て
い
る
。
以
下
、
主
要
な
条
文
の

内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

（
１
）
目
的
規
定
（
第
１
条
）

文
書
管
理
条
例
で
は
、
文
書
管
理
の
目
的
と
し
て

２
つ
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
一
つ
が
「
情
報
公
開

の
目
的
達
成
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
「
職
員
の
政

策
形
成
能
力
の
向
上
」
で
あ
る
。

当
市
で
は
、
当
時
す
で
に
情
報
公
開
条
例
を
施
行

し
て
お
り
、
情
報
公
開
制
度
と
文
書
管
理
は
車
の
両

輪
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
文
書
管
理
の
条
例

化
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
条
例

の
目
的
は
、情
報
公
開
条
例
の
制
定
根
拠
で
あ
る「
地

方
自
治
の
本
旨
」
か
ら
導
き
出
す
理
念
「
市
が
保
有

す
る
情
報
（
文
書
）
は
市
民
の
財
産
」
と
い
う
規
定

方
法
を
用
い
、
情
報
公
開
の
目
的
達
成
を
目
的
の
一

つ
に
掲
げ
て
い
る
。

ま
た
、当
市
で
は
、文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
に
際
し
、
目
的
、

目
標
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
事
務
処
理
能
力

の
向
上（
目
標
）を
通
じ
た
意
思
決
定
の
最
適
化（
目

的
）
で
あ
る
。
文
書
は
情
報
で
あ
り
、
情
報
を
活
性

化
す
る
こ
と
で
、
職
員
の
政
策
形
成
能
力
の
向
上
に

寄
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ

の
こ
と
を
も
う
一
つ
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

（
２
）
対
象
文
書
（
第
２
条
）

文
書
管
理
条
例
で
は
、
管
理
対
象
と
な
る
文
書
の

範
囲
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
条
例
の
対
象
と
な
る
公

文
書
と
は
定
義
を
異
に
し
て
い
る
。
情
報
公
開
条
例

の
対
象
文
書
は
組
織
共
用
文
書
で
あ
り
、
文
書
管
理

条
例
の
対
象
文
書
を
組
織
共
用
文
書
と
す
れ
ば
、
情

報
公
開
条
例
の
対
象
と
な
る
公
文
書
は
す
べ
て
管
理

対
象
と
な
る
た
め
、
両
制
度
の
関
係
を
考
え
る
と
問

題
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
歴
史
的
資
料
と

し
て
保
存
さ
れ
る
べ
き
文
書
の
一
部
が
管
理
対
象
か

ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
文
書
管
理
条
例
で
は
、
組
織
共
用
文
書

よ
り
も
さ
ら
に
広
げ
た
「
職
員
が
そ
の
職
務
に
用
い

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
」

と
い
う
表
現
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に

は
、
私
的
メ
モ
で
あ
っ
て
も
歴
史
的
資
料
に
な
り
得

る
こ
と
か
ら
、「
組
織
と
し
て
共
有
す
る
専
用
の
場

所
」
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
定

義
に
入
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。

（
３
）
フ
ァ
イ
ル
責
任
者
及
び
フ
ァ
イ
ル
担
当
者
（
第

５
条
・
第
６
条
）

文
書
管
理
を
行
う
う
え
で
重
要
に
な
る
の
が
、
文

書
を
保
管
す
る
単
位（
以
下「
保
管
単
位
」と
い
う
。）

で
あ
り
、
通
常
は
、
意
思
決
定
の
集
中
す
る
単
位
で

あ
る
「
課
」
が
基
準
と
な
る
。

そ
こ
で
、
文
書
管
理
条
例
で
は
、
文
書
の
保
管
単

位
の
責
任
者
で
あ
る
課
長
を
フ
ァ
イ
ル
責
任
者
と

し
、
実
際
の
事
務
を
担
う
係
長
を
フ
ァ
イ
ル
担
当
者

と
し
、
そ
の
処
理
す
べ
き
事
務
の
内
容
を
規
定
し
て

い
る
。

ま
た
、
文
書
管
理
を
組
織
的
か
つ
効
率
的
に
維
持

す
る
た
め
、
副
市
長
及
び
各
部
長
で
構
成
す
る
文
書

管
理
委
員
会
を
設
置
し
、
定
期
的
に
取
組
み
状
況
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
監
査

専
門
部
会
を
設
置
し
、
毎
年
２
回
の
監
査
を
実
施
し

て
い
る
。

（
４
）
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
（
第
２
条
・
第
７
条
）

文
書
管
理
を
行
う
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す

の
が
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
で
あ
る
。
文
書
の
発
生
か
ら

保
管
、
保
存
又
は
廃
棄
に
至
る
ま
で
の
文
書
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
を
一
元
的
に
管
理
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル

と
な
る
。
検
索
を
容
易
に
す
る
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
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ス
化
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
は
、
情
報
公
開
条
例
に

基
づ
く
公
文
書
の
検
索
資
料
と
し
て
の
役
割
も
有
し

て
お
り
、
行
政
と
市
民
と
の
情
報
共
有
の
た
め
に
必

要
な
ツ
ー
ル
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

作
成
に
当
た
っ
て
は
、
非
開
示
情
報
、
存
否
応
答

拒
否
情
報
な
ど
の
情
報
の
有
無
に
つ
い
て
注
意
を
要

す
る
こ
と
と
な
る
。

（
５
）
文
書
の
作
成
（
第
11
条
）

文
書
作
成
上
の
最
大
の
問
題
は
、
公
文
書
が
作
成

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
で
は
文
書

作
成
は
義
務
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
２
０
０
１
年

の
各
省
庁
事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
に
よ
る
「
行
政
文

書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

（
以
下
「
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。）」
で
は
、

文
書
作
成
は
原
則
規
定
と
さ
れ
て
い
た
。
文
書
管
理

条
例
で
は
、
公
文
書
管
理
法
に
先
立
っ
て
、
文
書
作

成
義
務
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
文
書
管
理
は
、
訓
令
等
の
内
部
規
程

に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
規
定
内
容

も
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
お
い
て
異
な
り
、
文
書

作
成
義
務
規
定
を
設
け
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
は
な

い
場
合
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
事
務
効
率
の
向
上

の
観
点
か
ら
文
書
管
理
規
程
が
定
め
ら
れ
て
き
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体

は
、
情
報
公
開
条
例
を
制
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
諸
活
動
を
住
民
に
説
明
す
る
責
務
を
全
う
す
る
必

要
が
生
じ
た
。
そ
の
挙
証
責
任
の
客
体
と
な
る
の
が

文
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
文
書
作
成
義
務
が
発
生
す

る
こ
と
と
な
る
。

（
６
）
文
書
の
分
類
（
第
15
条
）

文
書
の
整
理
は
職
員
の
義
務
で
あ
り
、
文
書
フ
ァ

イ
ル
の
作
成
か
ら
分
類
ま
で
担
当
者
が
担
う
こ
と
と

な
る
。
分
類
作
業
は
、
文
書
を
担
当
者
が
実
際
に
確

認
し
な
が
ら
行
う
。
分
類
は
３
階
層
と
し
、
文
書
の

作
成
・
取
得
段
階
で
作
ら
れ
る
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
小

分
類
と
な
り
、
そ
の
小
分
類
を
集
め
て
中
分
類
が
作

ら
れ
、そ
の
中
分
類
を
集
め
て
大
分
類
が
作
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
分
類
に
は
、
数
の
制
限
が
あ
り
、
一
定
数

を
超
え
る
と
新
た
な
分
類
が
作
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

ツ
ミ
ア
ゲ
方
式
と
呼
ば
れ
る
も
の
あ
る
。

当
市
で
は
、
当
時
、
文
書
主
管
課
が
作
成
し
た
文

書
分
類
表
を
用
い
、
そ
の
分
類
に
当
て
は
め
て
文
書

を
整
理
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
ワ
リ
ツ
ケ
方
式
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
、
こ
の
方
式
で
分
類
す
る
と
、
分
類

項
目
次
第
で
は
、
階
層
が
深
く
な
る
部
分
と
階
層
が

浅
く
な
る
部
分
と
が
発
生
し
、
特
に
新
た
な
事
務
が

発
生
し
た
場
合
、
ど
の
分
類
に
当
て
は
め
る
の
か
苦

慮
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
ツ
ミ
ア
ゲ
方
式
を
採
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
事
務
が
発
生
し
た
場
合

で
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
う
一
つ
大
事
な
も
の
が
、
序
列
と
呼
ば
れ
る
水

平
分
類
で
あ
る
。
担
当
者
が
作
成
し
た
事
務
ご
と
の

分
類
を
保
管
単
位
と
し
て
集
め
、ど
う
配
列
す
る
か
。

文
書
は
、
組
織
と
し
て
共
有
化
す
る
だ
け
で
な
く
、

活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
検
索
性
を

高
め
る
た
め
に
一
定
の
順
序
に
沿
っ
て
配
列
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
水
平
分
類
が
、
事
務
の
効
率
化
を

高
め
、
最
適
な
意
思
決
定
を
行
う
う
え
で
、
た
い
へ

ん
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
保
管
と
保
存
（
第
17
条
・
第
20
条
）

文
書
管
理
条
例
で
は
、公
文
書
管
理
法
で
い
う「
保

存
」
に
つ
い
て
、「
保
存
」
と
「
保
管
」
と
用
語
を

使
い
分
け
て
い
る
。

原
則
と
し
て
、
事
務
担
当
課
に
お
い
て
作
成
・
取

得
さ
れ
た
文
書
は
、
整
理
・
分
類
の
う
え
執
務
室
に

お
い
て
保
管
さ
れ
、
処
理
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
処
理

を
終
え
、
活
用
頻
度
が
低
く
な
っ
た
文
書
は
、
事
務

担
当
課
ご
と
に
集
め
ら
れ
、
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
を
整

備
の
う
え
、
文
書
主
管
課
が
管
理
す
る
書
庫
等
へ
移

さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
文
書

の
保
存
に
つ
い
て
、
事
務
担
当
課
に
お
い
て
管
理
さ

れ
る
状
態
を
「
保
管
」
と
呼
び
、
文
書
主
管
課
に
お

い
て
管
理
さ
れ
る
状
態
を
「
保
存
」
と
呼
び
区
別
し

て
い
る
。
執
務
室
で
の
保
管
は
原
則
２
年
で
あ
り
、

そ
の
後
は
保
存
に
変
わ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
保
管
場
所
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
項
と

し
て
は
、
保
管
単
位
ご
と
に
共
用
の
場
所
と
す
る
こ

と
、
文
書
の
発
生
年
度
で
置
く
場
所
を
移
す
こ
と
の

２
点
で
あ
る
。

（
８
）
移
替
え
と
引
継
ぎ
（
第
18
条
・
第
19
条
）

文
書
は
、事
務
担
当
課
で
２
年
間
保
管
さ
れ
る
が
、

そ
の
際
、
文
書
の
発
生
年
度
で
置
く
場
所
を
移
す
た

め
、こ
の
保
管
場
所
の
変
更
を
「
移
替
え
」
と
呼
び
、
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文
書
主
管
課
へ
文
書
を
移
す
こ
と
を
「
引
継
ぎ
」
と

呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

１
会
計
年
度
を
経
過
し
た
後
は
、
フ
ァ
イ
ル
基
準

表
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
保
管
場
所
を
移
す
こ

と
と
な
る
が
、
そ
の
際
、
使
用
頻
度
が
高
く
、
引
き

続
き
現
年
度
文
書
と
し
て
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
も

の
は
、
継
続
文
書
と
し
て
移
替
え
を
し
な
い
こ
と
と

な
る
。
同
様
に
引
継
ぎ
に
関
し
て
も
、
継
続
扱
い
と

な
っ
た
文
書
は
、
現
年
度
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
引
継
ぎ
は
行
わ
な
い
。

引
継
ぎ
は
、
前
年
度
に
作
成
し
た
フ
ァ
イ
ル
基
準

表
に
基
づ
き
行
う
が
、
事
務
担
当
課
の
執
務
室
で
の

保
管
か
ら
文
書
主
管
課
の
管
理
す
る
書
庫
で
の
保
存

に
変
わ
る
た
め
、
文
書
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
専
用
の
箱

に
入
れ
、
文
書
主
管
課
に
お
い
て
書
庫
の
棚
番
号
が

付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
段
階
で
フ
ァ
イ
ル
基

準
表
が
完
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
９
）
保
存
期
間
（
第
21
条
）

保
存
期
間
を
設
定
す
る
う
え
で
、
参
考
と
し
た
の

が
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
旧
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、
永
年
と
い
う
区
分
が
な
く
な
り
、
最
長
30
年
と

す
る
い
わ
ゆ
る
「
最
低
保
存
期
間
」
と
い
う
考
え
方

が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
考
え
方
に
即
し
て
、
永
年
保

存
と
い
う
区
分
を
な
く
し
、
保
存
期
間
満
了
と
な
っ

た
文
書
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
保
存
す

る
か
、
廃
棄
文
書
と
し
て
廃
棄
処
分
で
き
る
方
向
で

整
理
し
た
。

ま
た
、
非
現
用
文
書
の
管
理
主
体
も
執
行
機
関
で

あ
る
長
か
ら
地
方
史
編
纂
部
局
（
当
市
は
文
書
館
を

持
た
ず
、
教
育
委
員
会
が
地
方
史
編
纂
を
担
当
）
へ

移
管
す
る
こ
と
と
し
、
移
管
を
受
け
た
地
方
史
編
纂

部
局
は
、
そ
の
歴
史
的
価
値
を
基
準
に
し
て
保
存
か

廃
棄
か
を
判
断
し
、
保
存
に
際
し
て
は
、
首
長
部
局

に
準
じ
て
整
理
保
存
し
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
。

（
10
）
移
管
又
は
廃
棄
（
第
23
条
・
第
24
条
・
第
25
条
）

公
文
書
管
理
法
に
い
う
「
移
管
」
は
、
現
用
文
書

を
管
理
す
る
行
政
機
関
か
ら
非
現
用
文
書
を
管
理
す

る
国
立
公
文
書
館
等
へ
文
書
を
移
す
こ
と
を
指
し
て

い
る
が
、
文
書
管
理
条
例
で
は
、
事
務
担
当
課
か
ら

文
書
主
管
課
へ
の
文
書
の
移
管
と
現
用
文
書
管
理
部

門
か
ら
非
現
用
文
書
管
理
部
門
へ
の
文
書
の
移
管
と

い
う
２
つ
の
意
味
の
使
い
方
を
し
て
い
る
。

文
書
は
、
現
用
文
書
（
半
現
用
文
書
を
含
む
。）

の
段
階
を
終
え
る
と
文
書
館
等
へ
移
管
さ
れ
歴
史
的

資
料
と
な
る
か
、
又
は
廃
棄
処
分
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た

か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
移
管
又
は
廃
棄
と
い
う
方
向

に
進
む
の
で
は
な
く
、
前
段
と
し
て
、
保
存
期
間
延

長
の
措
置
が
必
要
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
な

る
。
延
長
の
措
置
が
必
要
な
い
と
判
断
さ
れ
て
は
じ

め
て
、
移
管
又
は
廃
棄
と
い
う
次
の
段
階
へ
進
む
こ

と
と
な
る
。

移
管
又
は
廃
棄
の
際
に
注
意
す
べ
き
こ
と
の
１
つ

は
、
１
年
未
満
と
い
う
保
存
期
間
を
設
定
し
た
文
書

の
取
扱
い
で
あ
る
。
保
存
期
間
を
１
年
以
上
と
設
定

し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
事
務
担
当
課
か
ら
文
書
主

管
課
に
集
め
ら
れ
、
文
書
館
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け

た
後
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
１
年
未
満
の

文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
が
働
か
な
い
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ァ
イ
ル
基
準
表

に
登
載
さ
れ
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。そ
の
た
め
、

作
成
又
は
取
得
の
段
階
で
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
に
登
載

す
る
か
、
又
は
通
知
等
に
よ
り
年
度
途
中
の
廃
棄
を

年
度
末
に
一
括
し
て
行
う
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
必

要
が
あ
る
。

（
11
）
文
書
管
理
の
日
（
第
27
条
）

文
書
管
理
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
条

例
の
運
用
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ

の
た
め
に
「
文
書
管
理
の
日
」
の
規
定
を
設
け
、
毎

月
の
点
検
を
義
務
付
け
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
執
務
環
境
や
文
書
管
理
の
状
況
に

つ
い
て
、
保
管
単
位
を
中
心
と
し
て
点
検
・
評
価
す
る

こ
と
で
、
職
員
へ
の
動
機
付
け
を
継
続
し
、
文
書
管
理

を
適
正
に
維
持
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

３　

文
書
管
理
の
課
題

文
書
管
理
条
例
の
施
行
か
ら
10
年
を
経
過
し
た
。

条
例
の
運
用
上
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
特
に
次
の
２
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

（
１
）
電
子
文
書
の
管
理

近
年
、
文
書
の
電
子
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
電

子
文
書
は
、
紙
や
電
子
媒
体
等
に
記
録
さ
れ
れ
ば
、

紙
ベ
ー
ス
の
文
書
管
理
に
お
い
て
対
応
可
能
で
あ
る
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が
、
そ
れ
で
は
電
子
化
し
た
意
義
が
な
く
な
る
。
ま

た
、
省
力
化
等
を
理
由
に
文
書
管
理
自
体
を
電
子
化

す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
い
く
ら
電
子
化
し
て
も
紙

文
書
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
電

子
文
書
は
、
現
状
の
紙
ベ
ー
ス
の
文
書
管
理
と
連
動

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
市
の
事
例
を

参
考
に
、
電
子
文
書
の
管
理
に
当
た
っ
て
注
意
す
べ

き
事
項
を
紹
介
す
る
。

職
場
で
使
用
す
る
Ｐ
Ｃ
は
、
職
員
の
デ
ス
ク
と
同

じ
で
あ
り
、
そ
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
内
の
デ
ー
タ
は

私
的
管
理
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
ハ
ー
ド

デ
ィ
ス
ク
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
接
続
さ
れ
、
保
管
単

位
で
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
保
管
場
所
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。し
か
し
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
確
保
や
デ
ー
タ
消
失
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め

の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
等
が
確
実
に
行
わ
れ
る
か
ど
う
か

は
疑
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
管
場
所
に
つ
い

て
は
、
情
報
管
理
部
門
が
管
理
す
る
全
庁
で
共
有
す

る
サ
ー
バ
ー
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
も
注
意
す
べ
き
事
項
は
、
電
子
文
書
の
廃
棄
の

措
置
で
あ
る
。
同
一
の
情
報
が
紙
又
は
電
子
の
ど
ち

ら
か
一
方
で
保
存
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
。
し

か
し
、
多
く
の
場
合
は
、
同
一
の
情
報
が
紙
と
電
子

の
双
方
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
ど
ち

ら
か
を
廃
棄
処
分
す
る
と
き
に
も
う
一
方
の
確
認
を

怠
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
実
に
処

理
す
る
た
め
に
、フ
ァ
イ
ル
基
準
表
の
作
成
段
階
で
、

保
存
さ
れ
て
い
る
場
所
を
特
定
し
て
お
く
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

（
２
）
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
の
連
携

文
書
管
理
条
例
は
、
公
文
書
管
理
法
に
先
行
し
た

こ
と
も
あ
り
、
現
用
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
の
規
定

し
か
な
く
、
非
現
用
文
書
の
保
存
・
利
用
に
つ
い
て

は
規
定
し
て
い
な
い
。

現
用
文
書
の
管
理
は
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か

ら
み
れ
ば
川
上
に
当
た
る
も
の
で
、
非
現
用
文
書
の

保
存
・
利
用
は
川
下
に
当
た
る
。
そ
の
た
め
、
川
上

に
当
た
る
現
用
文
書
の
管
理
に
重
点
を
置
い
て
お

り
、
川
下
に
当
た
る
非
現
用
文
書
の
管
理
は
別
の
法

制
で
考
え
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
情
報
公
開
の
対

象
と
な
る
公
文
書
も
現
用
文
書
に
限
定
し
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
。

こ
の
点
、
公
文
書
管
理
法
は
、
公
文
書
等
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
を
踏
ま
え
、
現
用
文
書
の
管
理
か
ら
非

現
用
文
書
の
保
存
・
利
用
に
ま
で
規
定
が
及
ん
で
い

る
。
公
文
書
管
理
法
の
定
め
る
と
お
り
、
現
用
文
書

管
理
と
非
現
用
文
書
管
理
の
連
携
は
た
い
へ
ん
重
要

で
あ
る
。
特
に
歴
史
的
資
料
の
評
価
選
別
、
現
用
文

書
の
廃
棄
の
措
置
等
に
関
し
て
は
、
行
政
機
関
と

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。

当
市
に
お
い
て
も
、
公
文
書
管
理
法
に
な
ら
い
、

文
書
管
理
条
例
の
改
正
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

４　

お
わ
り
に

地
域
住
民
と
行
政
機
関
と
の
情
報
の
共
有
は
、
地

方
自
治
の
本
旨
が
求
め
る
究
極
の
目
標
で
あ
り
、
そ

れ
を
保
障
す
る
も
の
が
情
報
公
開
制
度
等
で
あ
り
、

そ
れ
を
担
保
す
る
も
の
が
文
書
管
理
で
あ
る
。

公
文
書
管
理
法
第
34
条
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対

し
、
同
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
必
要
な
施
策
を
策
定

し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
多
く
の
地
方
公
共
団
体
で
条
例

化
の
動
き
が
活
発
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
拙
速
な
条
例
化
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
管
理
の
実
態
な
く
し
て
、条
例
の
存
在
は
な
い
。

文
書
の
発
生
か
ら
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
保
存
・
活

用
又
は
廃
棄
に
至
る
一
連
の
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
現
状
の
文
書
管
理
に

つ
い
て
分
析
を
行
い
、
手
直
し
が
必
要
な
部
分
は
手

直
し
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
行
っ
た
う
え
で
、
初

め
て
条
例
化
の
検
討
と
な
る
。

公
文
書
管
理
法
及
び
同
法
施
行
令
に
基
づ
く
文
書

管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
務
指
針
と
な

る
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
２
０
１
１
年
４
月
１
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
等

に
お
い
て
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。

当
市
で
は
、
公
文
書
管
理
法
に
先
行
し
た
こ
と
も

あ
り
、
非
現
用
文
書
に
関
す
る
部
分
な
ど
手
直
し
が

必
要
な
部
分
も
あ
る
。
こ
れ
か
ら
条
例
化
を
考
え
る

地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
、
当
市
の
事
例
が
少
し
で

も
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。


